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前橋市教育委員会告示第７号 

前橋市教育委員会４月定例会を次のとおり招集します。 

  令和５年４月１０日 

  前橋市教育委員会 

教育長 吉 川 真由美  

記 

１ 日  時  令和５年４月１７日（月） 午後２時００分 

２ 場  所  市役所１１階北会議室 

３ 付議事件 

（1）議案第１９号 教育財産（建物及び土地）の用途廃止について

（2）報告第 ２ 号 職員の人事異動（課長級以上）の臨時代理について

（3）報告第 ３ 号 個人情報の保護に関する法律の施行に関する前橋市教育委員会

規則の制定に係る臨時代理について 

（4）報告第 ４ 号 前橋市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の

施行に関する前橋市教育委員会規則の制定に係る臨時代理につ 

いて 



令和５年４月定例教育委員会提出事項

１ 教育長報告 

(1) 職員の人事異動（副参事級以下）の専決について （総 務 課） 

(2）令和５年度教育委員会事務の点検及び評価について （総 務 課） 

(3) 令和５年度学校施設等整備について （教 育 施 設 課） 

(4) 令和４年度末教職員の人事異動の概要について （学 務 管 理 課） 

２ 提出議案 

議案番号 件 名 所 管 課 

１９ 

報告２ 

報告３ 

報告４ 

教育財産（建物及び土地）の用途廃止について

職員の人事異動（課長級以上）の臨時代理につい

て

個人情報の保護に関する法律の施行に関する前橋

市教育委員会規則の制定に係る臨時代理について

前橋市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例の施行に関する前橋市教育委員会規則

の制定に係る臨時代理について

教 育 施 設 課 

総 務 課 

総 務 課 

学 務 管 理 課 

３ その他

(1) 行事について （総 務 課） 

(2) 「前橋の教育への遺贈寄附・相続寄附に関する協定」の締結について

（総 務 課） 

(3) 令和５年度学校施設の工事概要について （教 育 施 設 課） 

（4）令和４年度市立前橋高等学校卒業生進路状況について  （前橋高等学校） 

（5）令和４年度第４回前橋市社会教育委員会議の開催結果について  (生 涯 学 習 課）



議 事 日 程 第 １ 号 

前橋市教育委員会４月定例会 

令和５年４月１７日（月）  

午後２時００分開議 

第１ 会期の決定 

第２ 会議録署名委員の指名 

第３ 教育長提出の諸報告 

(1) 職員の人事異動（副参事級以下）の専決について

(2）令和５年度教育委員会事務の点検及び評価について

(3) 令和５年度学校施設等整備について

(4) 令和４年度末教職員の人事異動の概要について

第４ 教育長提出議案の付議 

(1) 議案第１９号 教育財産（建物及び土地）の用途廃止について

(2) 報告第 ２ 号 職員の人事異動（課長級以上）の臨時代理について

(3) 報告第 ３ 号 個人情報の保護に関する法律の施行に関する前橋市教育委員会規

則の制定に係る臨時代理について

(4) 報告第 ４ 号 前橋市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の施

行に関する前橋市教育委員会規則の制定に係る臨時代理について

第５ そ の 他 

(1) 行事について

(2) 「前橋の教育への遺贈寄附・相続寄附に関する協定」の締結について

(3) 令和５年度学校施設の工事概要について

（4）令和４年度市立前橋高等学校卒業生進路状況について

（5）令和４年度第４回前橋市社会教育委員会議の開催結果について



職員の人事異動（副参事級以下）の専決について 

 令和５年４月１日付け職員の人事異動（副参事級以下）について、前橋市教育委員

会教育長に対する事務委任規則（昭和５２年前橋市教育委員会規則第１１号）第６条

第１項の規定により、下記のとおり専決したので、同条第２項の規定に基づき、報告

する。 

  令和５年４月１７日提出 

  前橋市教育委員会 

教育長 吉 川 真由美  

記 

１ 異動 ９８人 

(1) 副参事級   ４人 

(2) 課長補佐級 ８人 

(3) 係長級  ４６人 

(4) 主査、主任、主事級  １７人 

(5) 業務吏員  ２３人 

２ 新規採用 １７人 

(1) 行政職  ５人 

(2) 業務吏員  ０人 

(3) 割愛採用 １２人 

３ 合計 １１５人 

※ 名簿は、添付省略

報告１
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令和５年度教育委員会事務の点検及び評価について 

前橋市教育委員会  

１ 点検・評価の趣旨 

教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び

評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表

しなければならない（地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「法」とい

う。）第２６条）とされていることから、前橋市教育委員会では、効果的な教育行政の

推進に資するとともに、住民への説明責任を果たしていくため、教育委員会の点検及び

評価を行う。 

２ 具体的な取組の考え方 

点検・評価の対象は、前年度の教育委員会の活動及び前年度の教育行政方針に基づき

実施をした主な施策や事業とする。また、点検及び評価を行うに当たっては、教育に関

し学識経験を有する者の知見の活用を図ること（法第２６条第２項）とされていること

から、点検・評価の客観性を確保するため、点検・評価の結果に対して学識経験者から

意見を聴取する。 

３ 本市における令和5年度の点検・評価の取組 

(1) 点検・評価の対象

令和4年度の教育委員会の活動及び「令和4年度教育行政方針」に位置付けられた事

業を基本に点検・評価を行う。 

(2) 点検・評価の方法

「教育委員会事務点検及び評価委員会」を設置し、各課が作成した点検・評価シー

ト並びに評価根拠資料等により、客観的な観点から点検・評価を行う。

(3) 学識経験者について

点検及び評価を行うに当たり、学校教育分野１名、社会教育分野２名の計３名の学

識経験者から意見を聴取する。 

(4) 令和５年度のスケジュール（案）

時期 項目 

４月 点検・評価シートの作成・提出【各課⇒総務課】 

５月中旬 各課ヒアリング【各課⇔総務課】 

６月下旬 第１回点検及び評価委員会 ＜分野ごとに学識経験者とオンライン会議＞ 

委員（学識経験者）が各課から意見聴取 

７月下旬 第２回点検及び評価委員会 ＜学識経験者と対面で実施＞ 

点検・評価報告書の最終確認（事務局案確定） 

８月中旬 点検・評価報告書を教育委員会８月定例会において議決（決定） 

８月下旬 議会へ提出（提出後、ホームページに掲載・周知） 

報告２
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令和４年度末教職員の人事異動の概要について

１ 県費負担教職員の異動総件数 ５３４件（５２４件）    【学務管理課】 

※以下（  ）内は令和３年度末の件数 

２ 退職 

（１）退職状況（義務教育学校関係のみ。形式退職は除く）

校 長 教 頭 教 諭 養 護 栄 養 事 務 合 計 

定 年 7(15) 2( 1) 37(34) 2( 5) 1( 0) 1( 1) 50(56) 

勧 奨 0( 1) 1( 1) 10( 4) 1( 1) 0( 0) 2( 0) 14(7) 

一 般 0( 0) 0( 0) 7(8) 0( 0) 0( 0) 0( 1) 7(9) 

合 計 7(16) 3( 2) 54 (46) 3( 6) 1( 0) 3( 2) 71(72) 

（２）近年の年度ごとの退職者数

平 21 平 22 平 23 平 24 平 25 平 26 平 27 平 28 平 29 平30 令元 令２ 令３ 令４ 

人数 ６６ ７０ ５８ ７１ ７４ ６９ ７１ ８６ ７８ ７１ ９８ ５９ ７２ ７１ 

３ 管理職人事 

（１）校長

①校長の異動の状況 ※校長平均年齢

小学校 中学校 特支学校 合 計 小学校 57.3 

(56.8) 

中学校 57.3 

(56.7) 

全 体  57.3 

(56.7) 

新 任 ６（１１） ２（５） ０（０） ８（１６） 

転 任 ３（ ２） ０（０） ０（０） ３（ ２） 

転 補 ８（１０） ２（２） ０（０） １０（１２） 

再 任 ０（ ０） １（３） ０（０） １（ ３） 

合 計 １７（２３） ５（１０） ０（０） ２２（３３） 

※転任…他市町村から前橋市への異動

※転補…前橋市内の異動

②新任校長の年齢構成と平均年齢

年齢 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 平 均 合 計 

校

長

４末 １ １ ２ ２ ２ 55.6 ８人 

３末 １ ３ ４ ３ ３ １ １ 55.3 １６人 

２末 ４ ３ １ ２ １ 55.3 １１人 

元末 １ ５ ７ ３ ２ 55.0 １８人 

報告４
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（２）教頭

①教頭の異動の状況 ※教頭平均年齢

小学校 中学校 特支学校 合 計 小学校 53.9 

(54.1) 

中学校 53.0 

(52.3) 

全 体 53.6 

新 任 １０（ ８） ４（ ７）  ０（ ０） １４（１５） 

転 任 ２（ １） ２（ ２） ０（ ０） ４（ ３） 

転 補 ９（１０） ５（ ５） ０（ １） １４（１６） 

合 計 ２１（１９） １１（１４）  ０（ １） ３２（３４） 

 (52.7) 

②新任教頭の年齢構成と平均年齢

年齢 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 平 均 合 計 

教

頭

４末 １ ２ ３ ２ ３ １ ２ 50.9 １４人 

３末 １ ２ ２ １ ３ １ ２ ２ １ 50.9 １５人 

２末 １ １ ５ ２ ２ １ １ 51.9 １３人 

元末 ２ ２ ３ １ ２ ２ ２ １ １ １ 52.0 １７人 

（３）女性管理職の人数と割合

２９末   ３０末 元末 ２末 ３末 ４末 

校 長 １２<17.6%> １１<16.2%> １２<17.6%> １１<16.4%> ９ <13.4%> １０<14.9%> 

教 頭 １３<18.1%> １６<23.2%> １５<21.7%> １７<25.0%> ２０<29.4%> １９ <27.9%> 

４ 教諭等の人事 

（１）教諭異動の状況

小学校 中学校 特支学校 合計 

退 職 等 ７７ ５２ ０ １２９（１１５） 

転  任 ２８ ３１ ４ ６３（６５） 

転  補 ６１ ２４ ３ ８８（１０８） 

採  用 ３ ４ ０ ７（ ４） 

新 採 用 ３１ １７ ０ ４８（３９） 

再 任 用 ４５ ３４ １   ８０（６１） 

合  計 ２４５ １６２ ８ ４１５（３９２） 

※退職等には形式退職者・再任用者も含める。

※採用…県立等からの採用、再任用…再任用短時間を含める。
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（２）小学校と中学校の交流

中学校から小学校へ 小学校から中学校へ 合計 

校 長 ０ ０ ０ 

教 頭 ０ ２ ２ 

教 諭 １１ ２２ ３３ 

三 職 ３ ５ ８ 

合 計 １４ ２９ ４３ 

※三職…養護教諭、栄養職員、事務職員

（３）異動希望表明

小学校 中学校 特支学校 合計 

申請者 ９ ５ ０ １４ 

成立者 ２ ２ ０ ４ 

※学校経営構想実現のために、教員(教諭、養護教諭)が自ら希望する学校を表明する制度

（４）三職（養護教諭、栄養職員、事務職員）の人事

養護 事務 栄養職員・教諭 合計 

退 職 等 ７（ ７） ５（ ５） １（ ０） １３（１２） 

転  任 ３（ ２） ８（ ９） １（ ０） １２（１１） 

転  補 ５（ ５） ４（ ２） ３（ １） １２（ ８）

採  用 ２（ １） ０（ ０） ０（ ０） ２（ １）

新 採 用 ３（ ２） ２（ １） ０（ ０） ５（ ３）

再 任 用 １（ ３） ２（ ２） ０（ ０） ３（ ５）

合  計 ２１（２０） ２１（１９） ５（ １） ４７（４０） 

※退職等には形式退職者・再任用者も含める。

（５）新規採用教職員

小学校 中学校 特支学校 合計 

教  諭 ３１（２５） １７（１４） ０（０） ４８（３９） 

養護教諭 ３（ ２） ０（ ０） ０（０） ３（ ２） 

栄養職員 ０（ ０） ０（ ０） ０（０） ０（ ０） 

事務職員 ２（ １） ０（ ０） ０（０） ２（ １） 

合 計 ３６（２８） １７（１４） ０（０） ５３（４２） 
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５ 市立前橋高校 

退職 

（実質退職） 

転出 

（形式退職） 

転入 

（形式採用） 
昇任 新採用 

校長 ０（０） １（０） １（０） ０（０） ０（０） 

教頭 ０（０） ０（１） ０（１） ０（１） ０（０） 

教諭 ２（０） ６（３） ７（３） １（０） １（０） 

養護 ０（０） ０（０） ０（０） ０（０） ０（０） 

合計 ２（０） ７（４） ８（４） １（１） １（０） 

６ 市立幼稚園 

退職 

（実質退職） 

転出 

（形式退職） 
嘱託任期満了 転補 昇任 

転入 

（形式採用） 
嘱託任用 

園長 ０（０） ０（０） ０（２） ０（０） ０（０） ０（０） ０（２） 

教頭 １（１） ０（０） ０（０） ０（０） ０（０） １（１） ０（０） 

教諭 １（０） ０（１） ０（０） ０（１） ０（０） ０（０） ０（０） 

合計 ２（１） ０（１） ０（２） ０（１） ０（０） １（１） ０（２） 

※退職（実質退職）には再任用者も含む。

７ 本市学校・幼稚園（市立前橋は除く）の教職員の年齢分布（管理職や再任用者を含む本務者） 
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報告第２号 

職員の人事異動（課長級以上）の臨時代理について 

 令和５年４月１日付け職員の人事異動（課長級以上）については、特に緊急を要

し、教育委員会を招集する時間的余裕がないため、前橋市教育委員会教育長に対する

事務委任規則（昭和５２年前橋市教育委員会規則第１１号）第５条第１項の規定によ

り、下記のとおり臨時代理したので、同条第２項の規定に基づき、報告し、承認を求

める。 

  令和５年４月１７日提出 

  前橋市教育委員会 

教育長 吉 川 真由美  

記 

所  属 区 分 職 氏 名 
転 出 入 先 

備  考 
所  属 職 

事 務 局 
転入者 教育次長 片貝 伸生 （教）総務課 参 事 昇  任 

転出者 教育次長 藤井 一幸 ― ― 定年退職 

事 務 局 
転入者 指導担当次長 金井 幸光 総合教育プラザ 館 長 昇  任 

転出者 指導担当次長 都所 幸直 第 一 中 学 校 校 長 割愛退職 

総 務 課 
転入者 課 長 髙橋 雅人 （教）総務課 副参事 昇  任 

転出者 参 事 片貝 伸生 事 務 局 教育次長 異動昇任 

文化財保護課 
転入者 課 長 神宮  聡 文化財保護課 副参事 昇  任 

転出者 課 長 上野 克巳 収 納 課 課 長 

学 務 管 理 課 
転入者 課 長 相原 吉次 学 校 教 育 課 課 長 組織改組 

転出者 ― ― ― ― 組織改組 

学 校 教 育 課 
転入者 課 長 田村 裕之 永 明 小 学 校 校 長 割愛採用 

転出者 課 長 相原 吉次 学 務 管 理 課 課 長 

前橋高等学校 
転入者 事務長 藤井 義嗣 農業委員会事務局 事務局長 

転出者 事務長 伊井 直文 富 士 見 支 所 支所長 

生 涯 学 習 課 
転入者 課 長 佐藤由美子 生 活 課 副参事 昇  任 

転出者 課 長 関口 知子 共生社会推進課 課 長 

教 育 支 援 課 
転入者 課 長 内山  崇 青 少 年 課 課 長 組織改組 

転出者 館 長 金井 幸光 事 務 局 指導担当次長 異動昇任 
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報告第３号 

 個人情報の保護に関する法律の施行に関する前橋市教育委員会規則の制定

に係る臨時代理ついて 

 個人情報の保護に関する法律の施行に関する前橋市教育委員会規則の制定について

は、特に緊急を要し、教育委員会を招集する時間的余裕がないため、前橋市教育委員

会教育長に対する事務委任規則（昭和５２年前橋市教育委員会規則第１１号）第５条

第１項の規定により、次のとおり臨時代理したので、同条第２項の規定に基づき、報

告し、承認を求める。 

  令和５年４月１７日提出 

  前橋市教育委員会  

教育長 吉 川 真由美  
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 個人情報の保護に関する法律の施行に関する前橋市教育委員会規則を次のとおり公

布します。 

  令和５年３月２７日 

  前橋市教育委員会代理 

 教育長 吉 川 真由美  

前橋市教育委員会規則第６号 

 個人情報の保護に関する法律の施行に関する前橋市教育委員会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、別に定めるもののほか、前橋市個人情報の保護に関する法律施

行条例（令和４年前橋市条例第４３号。以下「条例」という。）第１８条の規定に

より、前橋市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が管理する個人情報につ

いて、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」とい

う。）、個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令第５０７号。以下

「令」という。）及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（個人情報保護管理者） 

第２条 条例第３条の個人情報保護管理者は、前橋市教育委員会事務決裁規程（平成

６年前橋市教育委員会訓令甲第１号）に規定する課長をもって充てる。 

２ 個人情報保護管理者を補佐するため、個人情報保護取扱主任を置き、個人情報保

護管理者が所属職員の中から指名するものとする。 

 （目的外利用又は目的外提供の届出） 

第３条 法第６９条第２項本文の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情

報を自ら利用し、又は提供するときは、市長に届け出るものとする。 

（条例個人情報ファイル簿の作成及び公表） 

第４条 教育委員会は、法第７４条第２項第９号に掲げる個人情報ファイル（同項第

１号から第８号まで及び第１０号並びに法第７５条第２項第２号及び第３号に掲げ

るもの並びに同条第３項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除

く。次項及び第４項において同じ。）を保有するに至ったときは、速やかに、条例

個人情報ファイル簿を作成するものとする。 
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２ 条例個人情報ファイル簿は、教育委員会が保有している個人情報ファイルを通じ

て一の帳簿とする。 

３ 教育委員会は、条例個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったとき

は、速やかに、当該条例個人情報ファイル簿を修正するものとする。 

４ 教育委員会は、条例個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をや

めたときは、速やかに、当該個人情報ファイルについての記載を消除するものとす

る。 

５ 教育委員会は、条例個人情報ファイル簿を作成したときは、速やかに、これを事

務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情

報通信の技術を利用する方法により公表するものとする。 

（保有個人情報開示請求書） 

第５条 法第７７条第１項の書面は、保有個人情報開示請求書とする。 

２ 条例第５条の規定により保有個人情報開示請求書に追加する事項は、次に掲げる

事項とする。 

(1) 法定代理人又は本人の委任による代理人が法人の場合にあっては、法人の名

称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

(2) 開示請求をする者の連絡先

(3) 法第８７条第１項に規定する開示の方法のうち、開示請求をする者が希望する

開示の方法 

(4) 法定代理人又は本人の委任による代理人が開示請求をする場合にあっては、本

人の氏名等 

 （保有個人情報開示決定通知書等） 

第６条 法第８２条第１項本文の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定めるところによる。 

(1) 保有個人情報の開示の決定をした場合 保有個人情報開示決定通知書

(2) 保有個人情報の一部を開示する決定をした場合 保有個人情報部分開示決定通

知書 

２ 法第８２条第２項の書面は、保有個人情報不開示決定通知書とする。 

 （開示決定等の期限の延長） 

第７条 条例第６条第２項後段の書面は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書と

する。 

２ 条例第７条後段の書面は、保有個人情報開示決定等期限特例通知書とする。 

 （開示請求に係る事案移送通知書） 

第８条 法第８５条第１項前段の規定による他の行政機関の長等への事案の移送は、

保有個人情報の開示請求に係る事案移送書により行うものとする。 
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２ 法第８５条第１項後段の書面は、保有個人情報の開示請求に係る事案移送通知書

とする。 

 （第三者保護に関する手続） 

第９条 教育委員会は、法第８６条第１項の規定による通知を書面で行うときは、保

有個人情報の開示に係る意見照会書（法第８６条第１項適用）により行うものとす

る。 

２ 法第８６条第１項及び第２項本文の意見書は、保有個人情報の開示に係る意見書

とする。 

３ 法第８６条第２項本文の書面は、保有個人情報の開示に係る意見照会書（法第８

６条第２項適用）とする。 

４ 法第８６条第３項後段の書面は、保有個人情報開示決定に係る通知書とする。 

 （保有個人情報の開示の実施の方法等） 

第１０条 法第８７条第１項本文の規定により教育委員会が定める方法は、次のとお

りとする。 

(1) ビデオテープ、録音テープその他映像又は音声が記録された電磁的記録 視聴

又は写しの交付 

(2) 前号の電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力した

ものの閲覧又は交付 

２ 前項第２号の規定にかかわらず、当該電磁的記録について、現に有する機器によ

り、ディスプレイに出力したものの視聴又はフレキシブルディスクカートリッジ若

しくは光ディスクその他これらに類するものに複写したものの交付が可能であると

きは、当該電磁的記録について視聴又は複写したものの交付の方法により開示を行

うことができる。 

３ 令第２６条第１項の書面は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書とする。 

 （保有個人情報の閲覧の制限等） 

第１１条 教育委員会は、保有個人情報の開示を行う場合において、当該保有個人情

報を閲覧又は視聴する者が、当該保有個人情報が記録された行政情報を汚損し、若

しくは毀損し、又はそのおそれがあるときは、閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止

することができる。 

２ 保有個人情報の写しの交付部数は、１部とする。 

 （保有個人情報訂正請求書） 

第１２条 法第９１条第１項の書面は、保有個人情報訂正請求書とする。 

２ 条例第１０条の規定により保有個人情報訂正請求書に追加する事項は、次に掲げ

る事項とする。 

(1) 法定代理人又は本人の委任による代理人が法人の場合にあっては、法人の名
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称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

(2) 訂正請求をする者の連絡先

(3) 法定代理人又は本人の委任による代理人が訂正請求をする場合にあっては、本

人の氏名等 

（保有個人情報訂正決定通知書等） 

第１３条 法第９３条第１項の書面は、保有個人情報訂正決定通知書とする。 

２ 法第９３条第２項の書面は、保有個人情報不訂正決定通知書とする。 

 （訂正決定等の期限の延長） 

第１４条 法第９４条第２項後段の書面は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書

とする。 

２ 法第９５条後段の書面は、保有個人情報訂正決定等期限特例通知書とする。 

（訂正請求に係る事案移送通知書） 

第１５条 法第９６条第１項前段の規定による他の行政機関の長等への事案の移送

は、保有個人情報の訂正請求に係る事案移送書により行うものとする。 

２ 法第９６条第１項後段の書面は、保有個人情報の訂正請求に係る事案移送通知書

とする。 

 （保有個人情報の提供先への通知） 

第１６条 法第９７条の書面は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書とする。 

（保有個人情報利用停止請求書） 

第１７条 法第９９条第１項の書面は、保有個人情報利用停止請求書とする。 

２ 条例第１３条の規定により保有個人情報利用停止請求書に追加する事項は、次に

掲げる事項とする。 

(1) 法定代理人又は本人の委任による代理人が法人の場合にあっては、法人の名

称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

(2) 利用停止請求をする者の連絡先

(3) 法定代理人又は本人の委任による代理人が利用停止請求をする場合にあって

は、本人の氏名等 

（保有個人情報利用停止決定通知書等） 

第１８条 法第１０１条第１項の書面は、保有個人情報利用停止決定通知書とする。 

２ 法第１０１条第２項の書面は、保有個人情報不利用停止決定通知書とする。 

 （利用停止決定等の期限の延長） 

第１９条 法第１０２条第２項後段の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限延長

通知書とする。 

２ 法第１０３条後段の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限特例通知書とす

る。 
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（保有個人情報保護審査諮問書等） 

第２０条 法第１０５条第３項において準用する同条第１項の規定による諮問は、保

有個人情報保護審査諮問書により行うものとする。

２ 法第１０５条第３項において準用する同条第２項の規定による通知は、審査会諮

問通知書により行うものとする。

 （書類の様式）

第２１条 この規則に定める保有個人情報開示請求書等の様式については、前橋市個

人情報の保護に関する法律施行細則（令和５年前橋市規則第８号）第２３条の規定

により市長が定める様式の例による。 

（その他） 

第２２条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定めるものの例によ

る。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 （前橋市個人情報保護条例の施行に関する前橋市教育委員会規則の廃止） 

２ 前橋市個人情報保護条例の施行に関する前橋市教育委員会規則（平成１０年前橋

市教育委員会規則第３号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の日（次項において「施行日」という。）前に前項の規定による

廃止前の前橋市個人情報保護条例の施行に関する前橋市教育委員会規則（次項にお

いて「旧規則」という。）の規定によりなされている手続その他の行為は、この規

則の相当規定によりなされたものとみなす。 

４ 施行日前に旧規則の規定により調製した様式については、残存するものに限り、

当分の間使用することができる。 
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 個人情報の保護に関する法律の施行に関する前橋市教育委員会規則の制定

に係る臨時代理について（報告第３号） 

  総務課 

１ 制定の理由 

  前橋市個人情報の保護に関する法律施行条例の施行に伴い、個人情報の保護に関

する法律の施行に関する前橋市教育委員会規則を新たに制定するもの。 

２ 主な内容 

(1) 趣旨

前橋市教育委員会が管理する個人情報について、個人情報の保護に関する法

律、個人情報の保護に関する法律施行令及び前橋市個人情報の保護に関する法律

施行条例の施行に関し必要な事項を定める。 

(2) 条例個人情報ファイル簿の作成及び公表

個人情報ファイルを保有するに至ったときは、速やかに、条例個人情報ファイ

ル簿を作成し、公表する。

３ 施行期日 

令和５年４月１日 

４ 附則で廃止した規則 

  前橋市個人情報保護条例の施行に関する前橋市教育委員会規則 
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報告第４号 

 前橋市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の施行に関す

る前橋市教育委員会規則の制定に係る臨時代理について 

 前橋市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の施行に関する前橋市

教育委員会規則の制定については、特に緊急を要し、教育委員会を招集する時間的余

裕がないため、前橋市教育委員会教育長に対する事務委任規則（昭和５２年前橋市教

育委員会規則第１１号）第５条第１項の規定により、次のとおり臨時代理したので、

同条第２項の規定に基づき、報告し、承認を求める。 

  令和５年４月１７日提出 

  前橋市教育委員会 

教育長 吉 川 真由美  
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 前橋市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の施行に関する前橋市

教育委員会規則を次のとおり公布します。

  令和５年３月３１日

前橋市教育委員会代理  

教育長 吉 川 真由美  

前橋市教育委員会規則第７号

 前橋市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の施行に関す

る前橋市教育委員会規則

（趣旨） 

第１条 この規則は、前橋市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（令

和４年前橋市条例第４５号。以下「条例」という。）の施行に関し、前橋市教育委

員会（以下「教育委員会」という。）の必要な事項を定めるものとする。 

（条例別表第３の１の項の教育委員会規則で定める情報） 

第２条 条例別表第３の１の項の教育委員会規則で定める情報は、当該各号に掲げる

事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 

(1) 前橋市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則（令和５

年前橋市規則第３７号）第３２条第１号に定める事務 次に掲げる情報 

ア 要保護者等に係る学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第２４条の援

助の実施に関する情報 

イ 要保護者等に係る就学援助事業に係る援助の実施に関する情報

(2) 前橋市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則第３２条

第２号に定める事務 前号に掲げる情報 

(3) 前橋市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則第３２条

第３号に掲げる事務 第１号に掲げる情報 

(4) 前橋市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則第３２条

第４号に定める事務 第１号に掲げる情報 

(5) 前橋市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則第３２条

第５号に定める事務 第１号に掲げる情報 
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(6) 前橋市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則第３２条

第６号に定める事務 第１号に掲げる情報 

第３条 条例別表第３の２の項の教育委員会規則で定める情報は、当該各号に掲げる

事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 

(1) 前橋市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則（令和５

年前橋市規則第３７号）第３３条第１号に定める事務 次に掲げる情報 

ア 外国人要保護者等に係る学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第２４

条の援助の実施に関する情報 

イ 外国人要保護者等に係る就学援助事業に係る援助の実施に関する情報

(2) 前橋市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則第３３条

第２号に定める事務 前号に掲げる情報 

(3) 前橋市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則第３３条

第３号に掲げる事務 第１号に掲げる情報 

(4) 前橋市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則第３３条

第４号に定める事務 第１号に掲げる情報 

(5) 前橋市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則第３３条

第５号に定める事務 第１号に掲げる情報 

(6) 前橋市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則第３３条

第６号に定める事務 第１号に掲げる情報 

（条例別表第３の３の項の市規則で定める情報） 

第４条 条例別表第３の３の項に規定する教育委員会規則で定める事務は、学校教育

法第１９条の規定に基づく就学援助費の交付の申請に係る事実についての審査に

関する事務とする。 

（その他） 

第５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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前橋市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の施行に関す

る前橋市教育委員会規則の制定に係る臨時代理ついて（報告第４号） 

 学務管理課 

１ 制定の理由 

 前橋市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の施行に伴い、前橋

市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の施行に関する前橋市教

育委員会規則を新たに制定するもの。 

２ 主な内容 

 前橋市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（以下「条例」とい

う。）別表第３各項の教育委員会規則で定める情報及び事務を次に掲げるものと

する。 

(1) 条例別表第３の１及び２の項に係る情報

ア 要保護者等又は外国人要保護等に係る学校保健安全法第２４条の援助の実施

に関する情報 

イ 要保護者等又は外国人要保護等に係る就学援助事業に係る援助の実施に関す

る情報 

(2) 条例別表第３の３の項に係る事務

学校教育法第１９条の規定に基づく就学援助費の交付の申請に係る事実につい

ての審査に関する事務 

３ 施行期日 

令和５年４月１日 

－28－



教育委員会5月行事予定表

日 曜 行　　　事　　　名 時　　間 場　 　所 担当課

1 月
子どもの読書週間関連イベント
春の読書スタンプラリー（５/31まで　5/24は休館日）

10：00～18：00 こども図書館 図書館

2 火

憲法記念日

こどもの日フェスティバル おはなし会（わたげの会） 11：00～12：00 こども図書館 図書館

みどりの日

こどもの日フェスティバル おはなし会（萠えぎの会） 11：00～12：00 こども図書館 図書館

こどもの日

こどもの日フェスティバル 紙芝居と歌（ヨロコンデぶっち） 11：00～12：00

体験！こども図書館員
①10:00～12:00
②14:00～16:00

こどもの日を楽しもう（こいのぼりコンサートほか） 9：00～16：30 児童文化センター 教育支援課

6 土
えいごのおはなし会～Let’s Enjoy English!～
（前橋女子高校英語ディベート部）

11：00～12：00 こども図書館 図書館

7 日

8 月

9 火

10 水 市P連広報研修会 10:00～11:30 第3コミセン 学務管理課

11 木

12 金

13 土 大室古墳の語り部定例案内 大室公園 文化財保護課

14 日

15 月 教育委員会5月定例会 14：00～15：00 前橋市役所11階北会議室 総務課

16 火

17 水 青少年育成推進員委嘱式・新任研修会 19：00～21：00 総合福祉会館ホール 生涯学習課

18 木 青少年健全育成会連絡協議会総会 15：00～16：00 総合福祉会館第１・２会議室 生涯学習課

19 金

20 土

21 日

22 月

23 火

24 水

25 木

26 金 市Ｐ連定期総会 書面開催 学務管理課

27 土

28 日

29 月

30 火

31 水

※行事については、群馬県「社会経済活動再開に向けたガイドライン（改訂版）」の警戒レベルに基づく段階に応じて、中止
する場合があります。

水3

4 木

こども図書館 図書館5 金

その他１
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教育委員会6月行事予定表

日 曜 行　　　事　　　名 時　　間 場　　　　所 担当課

1 木

2 金 遊び場指導員感謝状贈呈式・全体研修会 10：00～12：00 中央公民館ホール 学務管理課

3 土

4 日

5 月

6 火

7 水

8 木 市P連青色防犯パトロール実施者講習会 18:30～19:30 総合福祉会館 学務管理課

9 金

10 土

11 日 市立前橋高等学校吹奏楽部定期演奏会 未定 ベイシア文化ホール 前橋高等学校

12 月 教育委員会6月定例会 14：00～15：00 総合教育プラザ2階22会議室 総務課

13 火 第２回定例市議会（～29日まで） 前橋市議会庁舎議場

14 水

15 木

16 金

17 土

18 日 えいごＤＥストーリータイム（プチエコル） 11:00～11:30 こども図書館 図書館

19 月

20 火 総括質問 前橋市議会庁舎議場

21 水 総括質問 前橋市議会庁舎議場

22 木 総括質問 前橋市議会庁舎議場

23 金

24 土

25 日

26 月

少年の主張前橋大会 13:00～17：00 中央公民館ホール 生涯学習課

市Ｐ連第１回会長会議 18:30～19:30 総合福祉会館 学務管理課

28 水

29 木

30 金 第１回児童文化センター運営委員会 15:00～17:00 児童文化センター 教育支援課

※行事については、群馬県「社会経済活動再開に向けたガイドライン（改訂版）」の警戒レベルに基づく段階に応じて、中止
する場合があります。

27 火
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「前橋の教育への遺贈寄附・相続寄附に関する協定」の締結について

総務課 

１ 趣旨

本市の教育への遺贈寄附・相続寄附を希望する人に対し、各金融機関が保有するノウ

ハウを活かし寄附希望者の意思が円滑に実現されることを目的として、株式会社群馬銀

行・株式会社東和銀行と前橋の教育への遺贈寄附・相続寄附に関する協定を締結しまし

た。

遺贈寄附・相続寄附された寄附金は、教育振興基金に積み立て全ての前橋市民が安心

して多様な教育を受けられる体制作りに活かします。

２ 協定締結金融機関

  （株）群馬銀行・（株）東和銀行

３ 協定締結日

  令和５年３月２８日（火）

４ 概要

(1) 遺産（現金）を寄附するまでの流れ

(2) 募集する寄附の種類

(3) 周知用チラシ

別紙のとおり

その他２
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令和５年度学校施設の工事概要について 

資料１ 桃木小学校南校舎長寿命化改修ほか工事の概要について 

資料２ 二之宮小学校南校舎長寿命化改修ほか工事の概要について 

その他３
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  教育施設課 

桃木小学校南校舎長寿命化改修ほか工事の概要について 

１ 基本方針 

経年により劣化した内外装の改修、老朽化した設備機器、サッシ交換

などの工事を実施し、教育環境の改善と施設の長寿命化を図ります。 

２ 工事概要 

校舎改造：既存鉄筋コンクリート造３階建 南校舎（普通教室棟）北

校舎（管理・特別教室棟）の一部 

改修部分床面積２，８７７㎡ 

内外装改修、設備機器、サッシ交換工事など 

･１階所要室：普通教室（５）、昇降口、廊下 

･２階所要室：普通教室（５）、廊下 

･３階所要室：普通教室（５）、廊下 

３ 事業経緯 

令和４年度 南校舎長寿命化改修及び北校舎トイレ改修実施設計 

令和５年度 R4 国補正予算採択による改修工事 

資料１ 
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  教育施設課 

二之宮小学校北校舎長寿命化改修ほか工事の概要について 

１ 基本方針 

経年により劣化した内外装の改修、老朽化した設備機器、サッシ交換

などの工事を実施し、教育環境の改善と施設の長寿命化を図ります。 

２ 工事概要 

校舎改造：既存鉄筋コンクリート造２階建 北校舎（普通教室棟）南

校舎（管理・特別教室・普通教室棟）の一部 

改修部分床面積１，３８５㎡ 

内外装改修、設備機器、サッシ交換工事など 

･１階所要室：普通教室（４）、昇降口、コンテナ室、廊下 

･２階所要室：普通教室（４）、コンテナ室、廊下 

３ 事業経緯 

令和４年度 北校舎長寿命化改修及び南校舎トイレ改修実施設計 

令和５年度 R4 国補正予算採択による改修工事 

資料２ 
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令和４年度 第４回前橋市社会教育委員会議の開催結果について 

生涯学習課 

日 時 令和５年３月６日（月） 午前１０時 ～ 正午 

場 所 前橋市中央公民館 ５０１学習室 

出 席 者 （出席委員：８名） 

佐藤博之議長、清水和夫副議長、大森昭夫委員、関浩子委員 

森谷健委員、奈良望委員、宮内洋委員、村井裕佳委員 

（欠席委員：４名） 

土田かほる委員、荻原遥委員、小川晶委員、山田千菜委員 

（中部教育事務所：２名） 

都丸佑麿社会教育主事、高橋佑太社会教育主事 

（事務局：７名） 

吉川教育長、都所指導担当次長、関口生涯学習課長、他４名 

議 題 （１）社会教育とオンライン（情報化社会）について

（２）次年度の進め方について

結 果 概 要 （１）、（２）共に、２グループに分かれて協議を行った後、そ

れぞれのグループの意見を全体で共有し、最後に意見交換を行っ

た。

主 な 意 見 等 （１）社会教育とオンライン（情報化社会）について

○ オンラインは発信する方の環境整備がなければできないし、

受け手側も環境があり、かつ使えなくてはいけない。公民館

事業においても、高齢者の環境整備は課題であろう。

○ 前橋市では、自治会にタブレットが支給される。情報交換や

交流活動に活用していきたい。つながりや地域づくりにいか

せていければと思う。

（２）次年度の進め方について

○ 社会教育を、誰に届けたいのかを明確にすること、この社会

教育委員会議でしか議論できないことはなにかを考えていき

たい。

○ 人権教育を学ぶこと、学び直すことが大切ではないかと感じ

ている。市として社会生活や市民生活を守っていくために

も、社会教育の場面での人権啓発が必要ではないか。

その他５
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